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廃棄物情報の提供に関するガイドライン（第２版）の主な改訂内容

(1)情報提供が必要な項目の追加

廃棄物情報が必要な項目を整理し、次の項目を追加するとともに、廃棄物データシ

ート(ＷＤＳ)の様式を見直したこと。

①PRTR対象物質、②水道水源における消毒副生成物前駆物質、③関連法規(危険物等)

(2)双方向コミュニケーションの重要性を強調

廃棄物の情報は、排出事業者から処理業者への一方通行ではなく、情報のやり取り

を通してより正確な情報となり、当該廃棄物の適正処理が可能となることを認識し、

排出事業者及び廃棄物処理業者がともに本ガイドラインの活用により、コミュニケー

ションを活発に行うことが重要であるとしたこと。

(3)対象廃棄物の整理

外観から含有廃棄物や有害特性が判りにくい汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリの４品

目を主な適用対象と明記し、廃棄物の性状が明確で、環境保全上の支障のおそれのな

い廃棄物に関しては、ＷＤＳ以外の情報の提供でも可能としたこと。

(4)情報提供の時期

ＷＤＳは、基本的には契約時に提供し、契約書に添付するものであるが、新規の廃

棄物処理に際して受入れの可否判断や処理に必要な費用の見積りのために排出事業者

から処理業者へＷＤＳを提供、あるいは処理業者と共同作成により情報を共有し、双

方が確認、署名した上で契約書に添付することが望ましいとしたこと。


